
円山動物園で使用する電力 質問及び回答 

№ 質問 回答 

1 提出物が契約書の写しの場合、機密保

持の為一部黒塗りは可能でしょうか。（単

価部分や単価が計算できる契約電力、使

用電力量、契約総額のうちどれか一つを

黒塗り） 

契約保証金の免除については、札幌市契約規

則第 25 条の規定に基づき判断しますが、提出

物として契約書の写しを提出する場合、免除可

能か判断するにあたって必要な事項について

は、黒塗りすることは認めません。 

同規模であるかの判断は、予定使用電力量で

判断いたしますので、単価、契約総額のどちら

かを黒塗りしても差し支えありません。 

2 提出物がある場合、提出はいつ、どの

ような形で提出しますか。 

落札者が決定次第、速やかに書面での提出を

求めます。 

 


